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○
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号

警
備
業
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
八
条
、
第
二
十
三
条
第
六
項
及
び
第
二
十
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
、

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
八
月
三
十
日

国
家
公
安
委
員
会
委
員
長

山
本

順
三

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
七
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
（
連
続
す
る
複
数
の
規

定
を
記
号
に
よ
り
一
括
し
て
標
記
し
た
箇
所
を
含
む
。
）
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は

、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正

後
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
削
り
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ

れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
特
定
の
種
別
の
警
備
業
務
の
実
施
基
準
）

（
特
定
の
種
別
の
警
備
業
務
の
実
施
基
準
）

第
二
条

警
備
業
者
は
、
前
条
各
号
に
掲
げ
る
警
備
業
務
を
行
う
と
き
は
、
次
の
表

第
二
条

［
同
上
］

の
上
欄
に
掲
げ
る
種
別
に
応
じ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
警
備
員
を
、
同
表
の
下

欄
に
掲
げ
る
人
数
を
配
置
し
て
、
当
該
種
別
に
係
る
警
備
業
務
を
実
施
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

種
別

警
備
員

人
数

種
別

警
備
員

人
数

一

空
港
保
安
警
備

１

空
港
保
安
警
備

空
港
保
安
警
備
業
務
を
行
う

一

空
港
保
安
警
備

１

空
港
保
安
警
備

空
港
保
安
警
備
業
務
を
行
う

業
務

業
務
に
係
る
第
四

場
所
ご
と
に
、
一
人

業
務

業
務
に
係
る
第
四

場
所
ご
と
に
、
一
人

条
に
規
定
す
る
一

条
に
規
定
す
る
一

級
の
検
定
に
係
る

級
の
検
定
に
係
る

法
第
二
十
三
条
第

法
第
二
十
三
条
第

四
項
の
合
格
証
明

四
項
の
合
格
証
明

書
（
以
下
「
合
格

書
（
以
下
「
合
格

証
明
書
」
と
い
う

証
明
書
」
と
い
う

。
）
の
交
付
を
受

。
）
の
交
付
を
受

け
て
い
る
警
備
員

け
て
い
る
警
備
員

（
以
下
「
一
級
検

（
以
下
「
一
級
検

定
合
格
警
備
員
」

定
合
格
警
備
員
」

と
い
う
。
）

と
い
う
。
）
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２

空
港
保
安
警
備

エ
ッ
ク
ス
線
透
視
装
置
が
設

２

空
港
保
安
警
備

エ
ッ
ク
ス
線
透
視
装
置
が
設

業
務
に
係
る
一
級

置
さ
れ
る
場
所
ご
と
に
、
一

業
務
に
係
る
一
級

置
さ
れ
る
場
所
ご
と
に
、
一

検
定
合
格
警
備
員

人
以
上

検
定
合
格
警
備
員

人
以
上

又
は
第
四
条
に
規

又
は
第
四
条
に
規

定
す
る
二
級
の
検

定
す
る
二
級
の
検

定
に
係
る
合
格
証

定
に
係
る
合
格
証

明
書
の
交
付
を
受

明
書
の
交
付
を
受

け
て
い
る
警
備
員

け
て
い
る
警
備
員

（
以
下
「
二
級
検

（
以
下
「
二
級
検

定
合
格
警
備
員
」

定
合
格
警
備
員
」

と
い
う
。
）

と
い
う
。
）

［
略
］

［
同
上
］

四

雑
踏
警
備
業
務

１

雑
踏
警
備
業
務

雑
踏
警
備
業
務
を
行
う
場
所

四

雑
踏
警
備
業
務

１

雑
踏
警
備
業
務

雑
踏
警
備
業
務
を
行
う
場
所

に
係
る
一
級
検
定

（
当
該
雑
踏
警
備
業
務
の
実

に
係
る
一
級
検
定

（
当
該
場
所
の
広
さ
、
当
該

合
格
警
備
員

施
の
適
正
の
確
保
上
当
該
場

合
格
警
備
員

場
所
に
お
い
て
予
想
さ
れ
る

所
が
二
以
上
の
区
域
に
区
分

雑
踏
の
状
況
、
当
該
雑
踏
警

さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
ご

備
業
務
に
従
事
す
る
警
備
員

と
に
、
一
人

の
人
数
及
び
配
置
の
状
況
そ

の
他
の
事
情
に
よ
り
当
該
雑

踏
警
備
業
務
の
実
施
の
適
正

の
確
保
上
当
該
場
所
が
二
以
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上
の
区
域
に
区
分
さ
れ
る
場

合
に
限
る
。
）
ご
と
に
、
一

人

２

雑
踏
警
備
業
務

雑
踏
警
備
業
務
を
行
う
場
所

２

雑
踏
警
備
業
務

雑
踏
警
備
業
務
を
行
う
場
所

に
係
る
一
級
検
定

ご
と
（
当
該
雑
踏
警
備
業
務

に
係
る
一
級
検
定

ご
と
（
当
該
場
所
の
広
さ
、

合
格
警
備
員
又
は

の
実
施
の
適
正
の
確
保
上
当

合
格
警
備
員
又
は

当
該
場
所
に
お
い
て
予
想
さ

二
級
検
定
合
格
警

該
場
所
が
二
以
上
の
区
域
に

二
級
検
定
合
格
警

れ
る
雑
踏
の
状
況
、
当
該
雑

備
員

区
分
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ

備
員

踏
警
備
業
務
に
従
事
す
る
警

れ
ら
の
区
域
ご
と
）
に
、
一

備
員
の
人
数
及
び
配
置
の
状

人
以
上

況
そ
の
他
の
事
情
に
よ
り
当

該
雑
踏
警
備
業
務
の
実
施
の

適
正
の
確
保
上
当
該
場
所
が

二
以
上
の
区
域
に
区
分
さ
れ

る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
の
区

域
ご
と
）
に
、
一
人
以
上

［
略
］

［
同
上
］

備
考

［
加
え
る
。
］

一

こ
の
表
の
一
の
項
の
１
の
下
欄
の
空
港
保
安
警
備
業
務
を
行
う
場

所
の
範
囲
を
特
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
手
荷
物
そ
の
他
の
航
空
機

に
持
ち
込
ま
れ
る
物
件
の
検
査
（
以
下
「
手
荷
物
等
検
査
」
と
い
う

。
）
に
用
い
ら
れ
る
金
属
探
知
機
、
エ
ッ
ク
ス
線
透
視
装
置
そ
の
他
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の
機
械
器
具
（
以
下
「
手
荷
物
等
検
査
用
機
械
器
具
」
と
い
う
。
）

の
性
能
、
情
報
通
信
技
術
の
利
用
の
状
況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
す

る
も
の
と
す
る
。

二

こ
の
表
の
四
の
項
の
１
及
び
２
の
下
欄
の
区
域
を
特
定
す
る
に
当

た
っ
て
は
、
雑
踏
警
備
業
務
を
行
う
場
所
の
広
さ
、
当
該
場
所
に
お

い
て
予
想
さ
れ
る
雑
踏
の
状
況
、
当
該
雑
踏
警
備
業
務
に
従
事
す
る

警
備
員
の
人
数
及
び
配
置
の
状
況
、
情
報
通
信
技
術
の
利
用
の
状
況

そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
。

（
講
習
会
の
実
施
基
準
）

（
講
習
会
の
実
施
基
準
）

第
十
七
条

［
略
］

第
十
七
条

［
同
上
］

［
一
～
四

略
］

［
一
～
四

同
上
］

［
号
を
削
る
。
］

五

学
科
講
習
の
受
講
者
の
数
は
講
師
一
人
に
つ
き
四
十
人
以
下
と
し
、
実
技
講

習
の
受
講
者
の
数
は
講
師
一
人
に
つ
き
十
人
以
下
と
す
る
こ
と
。

五
～
十
四

［
略
］

六
～
十
五

［
同
上
］

［
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。
］

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
六
条
関
係
）

種

別

試
験

科

目

判

定

の

基

準

種

別

試
験

科

目

判

定

の

基

準

区
分

区
分

空
港
保
安
警

学
科

［
略
］

空
港
保
安
警

学
科

［
同
上
］

備
業
務

試
験

備
業
務

試
験

手
荷
物
等
検
査
に
関

１

手
荷
物
等
検
査
用
機
械

手
荷
物
そ
の
他
の
航

１

金
属
探
知
機
、
エ
ッ
ク
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す
る
こ
と
。

器
具
の
構
造
、
作
動
原
理

空
機
に
持
ち
込
ま
れ

ス
線
透
視
装
置
そ
の
他
の

及
び
機
能
に
関
す
る
高
度

る
物
件
の
検
査
（
以

手
荷
物
等
検
査
に
用
い
ら

に
専
門
的
な
知
識
を
有
す

下
「
手
荷
物
等
検
査

れ
る
機
械
器
具
（
以
下
「

る
こ
と
。

」
と
い
う
。
）
に
関

手
荷
物
等
検
査
用
機
械
器

す
る
こ
と
。

具
」
と
い
う
。
）
の
構
造

、
作
動
原
理
及
び
機
能
に

関
す
る
高
度
に
専
門
的
な

知
識
を
有
す
る
こ
と
。

［
２
～
５

略
］

［
２
～
５

同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

［
略
］

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


